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第１ 総則

教育研究活動促進事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、北海道補助金

等交付規則（昭和47年北海道規則第34号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱に定めるところによる。

第２ 趣旨

教職員の資質の向上や指導方法の改善・充実を図り、地域の実情に応じた教育研究の充実振興

を図るため、予算の範囲内で補助金を交付する。

第３ 補助対象事業

補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。ただし、国又は道の他の補助金の交付

の対象となる事業については、原則として除くものとする。

第４ 補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 教職員で構成する教育研究団体、教育研究サークル、教育研究所等

(2) 市町村等

補助対象事業名 事業の内容

教育研究の振興

事業

各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間又は総合的な探究の時間に関

するもの

幼児教育、特別支援教育、へき地教育、情報教育、健康教育等に関するもの

学校経営に関するもの

教育研究の発表及び指導資料等の作成に関するもの

上記以外で特に教育長又は教育局長が必要と認める事業



第５ 補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要する経費

のうち原則として、次に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費（食糧費を除く。）

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

第６ 補助率等

補助率及び補助金の限度額は次のとおりとする。ただし、寄附金その他の収入金があるときは、

補助金の額の算定に当たり、当該寄附金その他の収入金の控除等を行う。

第７ 交付の条件

補助事業者に補助金を交付する場合の補助指令書は、「補助金等に係る標準様式の設定につい

て」（昭和47年９月20日付け局総第453号副出納長通達）に定める第１号様式を基本とし、次の

条件を付すものとする。

補助対象事業の内容を変更しようとするときは、教育長（教育局長）の承認を受けなければ

ならない。ただし、当該事業の目的に変更を来さない場合で、かつ、補助対象経費の増減額が

20パーセント未満の場合は、この限りではない。

第８ 交付の要望

補助金の交付を受けようとする者は、別記様式の教育研究活動促進事業費補助金交付要望書を

教育長（市町村又は全道的規模に満たない教育研究団体等にあっては教育局長）に提出するもの

とする。

第９ 内定の通知

教育長（教育局長）は、第８の交付要望書を受理したときは内容を審査し、その事業が適当で

あると認めたときは補助金の交付を内定し、補助金の交付を要望した者に通知するものとする。

第10 交付の申請

(1) 補助金の交付を申請する場合は、補助金等交付申請書（教育第１号様式（平成26年４月１日

北海道教育委員会教育長告示第22号「北海道補助金等交付規則に定める申請書等の様式」に定

める様式をいう。以下同じ。））に次に掲げる書類を添付して教育長（市町村又は全道的規模

に満たない教育研究団体等にあっては教育局長）に提出するものとする。

ア 事業計画書（教育第２号様式）。ただし、大会等の開催その他これに類する事業等にあっ

ては、教育第３号様式

補 助 率 ２分の１以内の定額

補助金の額
１事業について10万円（市町村等にあっては、50万円）以上200万円を超えない範

囲の額



イ 補助金等交付申請額算出調書（教育第10号様式）

ウ 経費の配分調書（教育第14号様式）

エ 事業予算書（教育第16号様式）

オ 資金収支計画書（教育第28号様式）。ただし、申請者が市町村の場合を除く。

カ その他教育長（教育局長）が必要と認める書類

(2) 補助事業者は、補助金の交付申請時に当該補助金に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第22

6号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を乗じて得た金額をいう。

以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければな

らない。ただし、交付申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでな

い場合については、この限りでない。

第11 補助事業の変更

(1) 交付決定の通知を受けた補助事業者が、補助事業の内容を変更しようとする場合は、補助事

業等変更承認申請書（教育第17号様式）に関係書類を添付して教育長（教育局長）に提出し、

その承認を受けるものとする。

(2) 教育長（教育局長）は、(1)の補助事業等変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査

し、補助事業に適合すると認めたときは、速やかに変更の承認を行うものとする。

第12 実績報告

補助事業者は、補助対象事業が完了した場合は、完了の日から30日以内又は翌年度の４月10日

のうちいずれか早い日までに補助事業等実績報告書（教育第24号様式）に次に掲げる書類を添付

して教育長（教育局長）に提出するものとする。

(1) 事業実績書（教育第２号様式）。ただし、大会等の開催その他これに類する事業等にあって

は、教育第３号様式

(2) 補助金等精算書（教育第25号様式）

(3) 事業精算書（教育第27号様式）

(4) その他教育長（教育局長）が必要と認める書類

第13 補則

この要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は、学校教育監の職にある者が別に定

める。

附 則

１ この要綱は、平成13年４月１日から施行する。

２ 次の要綱は、廃止する。

ア 生涯学習振興奨励費補助金交付要綱（平成２年４月２日教育長決定）

イ 地方教育振興奨励費補助実施要領（平成８年４月１日教育長決定）

ウ 芸術文化振興事業費補助金交付要綱（平成９年４月１日教育長決定）



附 則（平成15年３月28日教育長決定）

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。

附 則（平成19年３月28日教育長決定）

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。

附 則（平成19年５月28日教育長決定）

この要綱は、平成19年６月１日から施行する。

附 則（平成21年３月10日教育長決定）

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

附 則（平成24年３月23日教育長決定）

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。

附 則（平成25年４月18日教育長決定）

この要綱は、平成25年４月18日から施行する。

附 則（平成26年３月31日教育長決定）

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。

附 則（平成28年６月２日教育長決定）

この要綱は、平成28年６月２日から施行する。

附 則（平成31年４月26日教育長決定）

この要綱等の一部改正は、平成31年５月１日から施行する。

附 則（令和２年４月７日教育部長決定）

この要綱の一部改正は、令和２年４月７日から施行し、令和２年度の補助事業から適用する。


